
（居宅介護支援）   

算定要件抜粋（指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準等より抜粋） 

 （下線は改正部分） 

 

⑴ 居宅介護支援 

居宅介護支援費【新設】  

注２ 居宅介護支援費(Ⅱ)については、情報通信機器(人
工知能関連技術を活用したものを含む。)の活用又は
事務職員の配置を行っている指定居宅介護支援事業
者が、利用者に対して指定居宅介護支援を行い、かつ、
月の末日において基準第14条第１項の規定により、同
項に規定する文書を提出している場合について、次に
掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定するこ
とができる。ただし、別に厚生労働大臣が定める地域
に所在する指定居宅介護支援事業所は、次のイからハ
までにかかわらず、⑵の㈠を適用する。 

  イ 居宅介護支援費(ⅰ) 取扱件数が45未満である
場合又は45以上である場合において、45未満の部分
について算定する。 

  ロ 居宅介護支援費(ⅱ) 取扱件数が45以上である
場合において、45以上60未満の部分について算定す
る。 

  ハ 居宅介護支援費(ⅲ) 取扱件数が45以上である
場合において、60以上の部分について算定する。 

 

 

 

特定事業所加算【要件・区分】  

ハ 特定事業所加算 
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
に届け出た指定居宅介護支援事業所は、当該基準に掲
げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を
加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定
している場合においては、次に掲げるその他のの加算
は算定しない。 

 
イ 特定事業所加算(Ⅰ) 505単位 
ロ 特定事業所加算(Ⅱ) 407単位 
ハ 特定事業所加算(Ⅲ) 309単位 
ニ 特定事業所加算(Ａ) 100単位 
 

※厚生労働大臣が定める基準 

八十四 居宅介護支援費における特定事業所加算の基準 

イ 特定事業所加算(Ⅰ)  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 ⑴～⑼（略） 

 ⑽ 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支

援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援

事業所の介護支援専門員一人当たり四十名未満であ

ること。ただし、居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している

場合は四十五名未満であること。 

 ⑾・⑿（略） 

 ⒀ 必要に応じて、多様な主体により提供される利用者

の日常生活全般を支援するサービス（介護給付等対象

サービス（法第二十四条第二項に規定する介護給付等

対象サービスをいう。）以外の保健医療サービス又は

福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動に

よるサービス等をいう。）が包括的に提供されるよう

な居宅サービス計画を作成していること。 

 

ロ 特定事業所加算（Ⅱ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 ⑴ イ⑵、⑶、⑷及び⑹から⒀までの基準に適合するこ

と。 

 ⑵（略） 

 

ハ 特定事業所加算（Ⅲ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 ⑴ イ⑶、⑷及び⑹から⒀までの基準に適合すること。 

 ⑵・⑶（略） 



（居宅介護支援）   

 

ニ 特定事業所加算（Ａ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑶、⑷及び⑹から⒀までの基準に適合すること。

ただし、イ⑷、⑹、⑾及び⑿の基準は他の同一の居宅

介護支援事業所との連携により満たすこととしても

差し支えないものとする。 

 ⑵ ロ⑵の基準に適合すること。 

 ⑶ 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護

支援専門員を一名以上配置していること。 

 ⑷ 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専

門員を常勤換算方法(当該事業所の従業者の勤務延時

間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべ

き時間数で除することにより、当該事業所の従業者の

員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。)

で一以上配置していること。ただし、当該介護支援専

門員は他の居宅介護支援事業所(⑴で連携している他

の居宅介護支援事業所がある場合は、当該事業所に限

る。)の職務と兼務をしても差し支えないものとする。 

 

 

特定事業所医療介護連携加算【新設】  

ニ 特定事業所医療介護連携加算 125単位 
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして市町村長に届け出た指定居宅介護支援事業
所は、１月につき所定単位数を加算する。 
 

※厚生労働大臣が定める基準 

八十四の二 居宅介護支援費における特定事業所医療介

護連携加算の基準 

次のいずれにも適合すること。 

イ 前々年度の三月から前年度の二月までの間において

退院・退所加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ又は(Ⅲ) 

の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設

又は介護保険施設との連携の回数(第八十五号の二イから

ホまでに規定する情報の提供を受けた回数をいう。)の合

計が三十五回以上であること。 

 

ロ 前々年度の三月から前年度の二月までの間において

ターミナルケアマネジメント加算を五回以上算定して

いること。 

 

ハ 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定しているこ

と。 

 

 


